
ペリー提督一行が描いた（1853年）世界遺産　中城城跡

　

沖縄県中城村議会

中城村議会の概要

平成24年



………………………………………………….３

　　　　①定数と任期　　　②所属党派別議員数　　　③年齢別議員数等

　　　　④在職年数別議員数　　　　⑤男女別議員数　　　⑥議員報酬等

………………………………………………….７

………………………………………………….１０、１１

………………………………………………….６

………………………………………………….６

………………………………………………….６

　　　中城村議会議員紹介 ………………………………………………….１

………………………………………………….６

………………………………………………….６

………………………………………………….５

………………………………………………….５

（６）　一般質問

………………………………………………….１１

６．　村財政状況

５．　議会費

………………………………………………….９

（１）　年度別一般会計の状況

（２）　年度別特別会計の状況

（１）　議会費

３．　議会運営の概要

４．　平成23年　議会運営

（４）　特別委員会の構成

（１）　議案

（１０）　その他

（７）　委員会の審査

（５）　監査委員・事務組合議員

（２）　意見書・決議一覧　

　　　　①提出状況　　②審査結果

（８）　本会議における委員長報告の取り扱い

目　　　　次

………………………………………………….４

………………………………………………….４

………………………………………………….４

（１）　議員

１．　概要

（１）　位置・面積 ………………………………………………….２

………………………………………………….４

（２）　常任委員会の構成

２．　議会の組織・構成

（２）　人口・世帯数 ………………………………………………….２

（３）　議会運営委員会の構成

………………………………………………….８

………………………………………………….５（１）　議会運営委員会

（２）　本会議の時間

（３）　議案の送付

（４）　議案の審議

（５）　請願・陳情・意見書・決議の取り扱い

（９）　会議録

………………………………………………….５

………………………………………………….５



１．概要

　中城村は、世界文化遺産に登録されている中城城跡をはじめ、肥沃な農地、長い海岸線、

琉球大学の立地、都市近郊性といった地域特性がある。これら地域特性を積極的に活用し、

企業誘致等による税増収の確保と、一層の行財政改革を行い、行政・議会・村民が一体となっ

て、自立に向けた個性的で活力のある村づくりを目指している。

（１）　位　置　・　面　積

　本村は、沖縄本島中部に位置し、県都那覇市から北東

へ約 10 ㎞、沖縄市から約 9 ㎞の位置にあって、東は中

城湾に面し、西は宜野湾市、南は西原町、北は北中城村

に隣接している。面積は東西約 3.5 ｋｍ、南北 7.5 ｋｍ、

総面積 15.46 ｋ㎡である。

（２）　人口・世帯数

　本村の人口増加率は県内でもトップクラスにあり、特に南上原地区では、土地区画整理事業や

企業誘致に伴い人口の増加が顕著にみられる。
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２．議会の組織・構成

（１）議員

　①定数と任期

・　平成14年12月26日　議員定数条例制定 ・　平成17年10月1日　議員定数条例改正 20人→16人へ

・　平成20年3月6日　1名辞任 （村長選立候補） ・　平成20年6月17日　2名自動失職　（村長選立候補）

・　平成20年6月22日　1名当選 （補欠選挙） ・　平成22年9月12日　16名当選（一般選挙）

　②所属党派別議員数

　③年齢別議員数等
（平成２３年１月１日現在）

（平成24年1月1日現在）

1人

15人

所    属    党    派

日本共産党

無   所  属

人       数

16

・　昭和48年4月　議員定数を減少する条例交付(20人）、昭和49年9月の一般選挙から施行

16

条例定数

区
　
　
　
分

議  員  定  数 任　　　　　　　期

就　　任

平成22年9月28日

任期満了日

平成26年9月27日

法定数

22

現議員数

２０年をこえ２４年以下

3

最年少 最年長

1人 4人 11人 61.1歳 48歳 71歳

１６年をこえ２０年以下 2

１２年をこえ１６年以下 2

４年以下 3

男性 15名 女性

1

２４年をこえ２８年以下 1

８年をこえ１２年以下

１名

４０歳代 ５０歳代 ６０歳以上 平均年齢

４年をこえ８年以下 4

　④在職年数別議員数

　⑤男女別議員数

区　　　　分 報酬月額（円） 期　末　手　当 三役の給料月額（円）

　⑥議員報酬等

665,900

副　　議　　長 244,600 　　１２月　165／100 副  村  長 539,400

　議　　　　　長　 287,400 　　　６月　145／100 村　      長

教  育  長 506,000

議　　　　　員 226,000

委  　員  　長 235,300 　加算率　10／100
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（２）　常任委員会の構成 ※議長が常任委員から辞任（平成22年9月28日）

　　○　総務常任委員会　（定数　５人・任期　４年） 　 ○　建設常任委員会　（定数　５人・任期　４年）

　　　総務課、企画課、企業立地･観光推進室、会計課、     農林水産課、都市建設課、及び上下水道課に関する

　　 税務課、住民生活課、選挙管理委員会及び監査委員 　 事項　

      に関する事項並びに他の委員会に所属しない事項

　  　　　

     ○　文教社会常任委員会 （定数　５人・任期　４年）

   教育総務課、生涯学習課、学校給食共同調理場、

     福祉課及び健康保険課に関する事項

（３）　議会運営委員会の構成 （４）　特別委員会の構成

　  ○　議会運営委員会　（定数　７人・任期　４年） 　　○　議会だより編集特別委員会　（定数　６人・任期　４年）

　　議会の運営に関して協議し、議員相互間の連絡協調を    　議会に対する村民の更なる理解と協力を得られるよう、

　 とげ会議の円滑なる運営を図る 　  議会活動の経過及び結果等の編集をし、年４回発行する

（５）　監査委員、事務組合議会議員

委 員 長 新垣 光栄

副委員長 與那覇 朝輝

委 員 宮城 治邦 ・ 仲宗根 哲
伊佐 則勝

委 員 長 仲村 春光

副委員長 仲眞 功浩

委 員 宮城 重夫 ・ 仲座 勇
金城 章

委 員 長 新垣 博正

副委員長 新垣 徳正

委 員 新垣 善功 ・ 安里 ヨシ子
新垣 健二

委 員 長 新垣 博正

副委員長 伊佐 則勝

委 員 新垣 光栄 ･ 新垣 徳正
金城 章

委 員 長 新垣 光栄

副委員長 仲座 勇

委 員 宮城 重夫 ・ 仲村 春光
安里 ヨシ子 ・ 仲宗根 哲
新垣 博正

○議選監査委員 與那覇 朝輝

○中城村北中城村清掃事務組合議員 比嘉 明典、仲座 勇、新垣 徳正

○中城北中城消防組合議員 宮城 重夫、仲宗根 哲、新垣 健二

○沖縄県介護保険広域連合議会議員 新垣 博正

○沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員 仲眞 功浩
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３．議会運営の概要

（１）議会運営委員会

　　・条例化の時期　 平成 3年 6月22日

　　・開催時期 定例会の4日～前日までに開催し、必要に応じて開催する。

※　議長から諮問される議会の会期、議事日程、請願、意見書

　　 陳情等の取り扱いについて協議する。

（２）本会議の時間

　　・午前10時から午後4時までとする。

（３）議案の送付

　　・議案書その他関係書類は、招集3日前（告示日）に各議員宅へ直接配布する。

（４）議案の審議

　①議案の委員会付託

　　・新規の条例については原則的に所管の委員会に付託する。

　　　一部改正の条例案件については本会議で審査する。

　②予算・決算の説明、審議方法

　　・村長の提案理由説明後、副村長が事項別の説明を行う。

　　・本会議初日に全会計の提案説明　→　本会議で質疑後、各常任委員会へ付託　→

　　　常任委員会で審査後、連合審査を開催　→　委員長報告・質疑・討論・採決

　　・一般会計の当初予算及び決算は、総務常任委員会に付託し、総務常任委員会よりそれぞれの

　　　所管常任委員会に分割付託するものとする。

　　・一般会計及び特別会計並びに水道事業会計の補正予算は原則として本会議で即決する。

（５）請願・陳情・意見書・決議の取り扱い

　１　請願の受理

　　・請願は、原則として請願者とともに紹介議員が提出する。

　２　陳情の取り扱い

　　・議会運営委員会で取り扱いを協議し、所管の常任委員会へ付託する。

　３　意見書・決議の取り扱い

　　・議会運営委員会で協議し、採択する場合は所管の常任委員会委員より本議会へ提案する。

　４　受付期限

　　・受付期限を定例会前の議会運営委員会開催日の前日までとする。

　　・上記以後に提出されたものについては、次回定例会で審査する。
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（６）一般質問

　１　通告期限

　　・議会運営委員会開催日の前日午後３時までに行うものとする。但し、３月定例会に限っては村長の

　　　施政方針提案後７日目までの午後３時までとする。ファックスでの受付も可。

　２　質問の時期と発言順位

　　・定例会会期末に実施。

　　・発言順位は通告順としている（通告書の受付順）

　３　質問時間及び回数等

　　・答弁を含めず３０分以内とする。

　　・一般質問席に登壇し、一括質問・一括答弁とし、以後一問一答方式で行う。

　　・質問の回数については、制限しない。

　　・対面方式である。

　　・一般質問に対する関連質問は、許可しない。

　４　答弁

　　・執行部の答弁は登壇して行い、休憩時は自席にて答弁する。

　　　なお、政策的な事項以外は担当課長が答弁する。

　５　平成23年の質問者　（最大で15人、最少で11人、年間で49人、平均12.25人）

（７）委員会の審査

　　・原則として、各常任委員会で会期中に開催。

　　・会議録を作成しているが、職員は配置していない。

　　・傍聴希望者は、委員長の許可を得て傍聴することができる。

（８）本会議における委員長報告の取り扱い

　　・委員長報告の原稿は、委員長自ら作成するものとする。

　　・自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしないものとする。

　　・委員長報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する質疑とし、付託された議案に対し

　　　提出者に質疑することはできない。

　　・委員長報告の中で、付帯決議、希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長

　　　の発議又は議員の動議により会議に図って議会の意志として決定し、執行当局に申し入れる。

（９）会議録

　　・業者へ委託している（印刷製本料・・・・1,300,000円）

　　・印刷部数は80部で、議員、執行部、自治会長等に配布している。

（１０）その他

　　・6月から10月までの間は、かりゆしウェアー等の着用を許可している。但し、ワイシャツ着用者は、

　　　必ずネクタイを着用すること。また、背広についての着用は、本人の自由とする。

６



４．平成23年　議会運営

（１）運営概要

①会期日数・議案提出状況

②審査結果
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（３）意見書・決議一覧

ケビン・メア米国務省日本部長の沖縄県民を愚弄した発言に対する抗議決議 平成23年3月29日

ケビン・メア米国務省日本部長の沖縄県民を愚弄した発言に対する意見書 平成23年3月29日

拡大生産者責任(EPR)とデポジット制度の法制化を求める意見書 平成23年3月29日

日米地位協定の抜本的な改定を求める決議 平成23年5月9日

日米地位協定の抜本的な改定を求める意見書 平成23年5月9日

嘉手納基地並びに普天間飛行場における訓練激化・騒音激増外来機飛来に関する抗議決
議

平成23年5月9日

嘉手納基地並びに普天間飛行場における訓練激化・騒音激増外来機飛来に関する意見書 平成23年5月9日

米国上院軍事委員長等の普天間基地「嘉手納統合案」提言に抗議し、その撤回を求める抗
議決議

平成23年5月24日

米国上院軍事委員長等の普天間基地「嘉手納統合案」提言に抗議し、その撤回を求める意
見書

平成23年5月24日

米国海兵隊の垂直離着陸輸送機「MV22オスプレイ」の普天間飛行場配備計画に反対し、撤
回を求める抗議決議

平成23年7月20日

米国海兵隊の垂直離着陸輸送機「MV22オスプレイ」の普天間飛行場配備計画に反対し、撤
回を求める意見書

平成23年7月20日

不発弾処理等に関する意見書 平成23年9月30日

燃油税制にかかる特例措置に関する意見書 平成23年9月30日

件　　　　　　　　　名 議決年月日
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５．議会費

（１）　議会費 （平成23年度当初予算）

（単位：千円）

　

通信運搬費

広告料

      賃借料

      及び交付金

30

34.2%

0.1%

対前年比

2,555

△ 28

△ 18

0

1,919

0

32,138

22

△ 32

0

△ 111

謝礼金

臨時傭人料

0.8%

共済組合

議員共催組合

追加費用

通勤手当

１４．使用料及び

期末手当（議員）

期末手当（一般職）

管理職手当

説　　　明

時間外勤務手当

　９．旅　　　　　費

１０．交　　際　　費

１１．需　　用　　費

１２．役　　務　　費

１８．備品購入費

区　　　　分

　１．報　　　　　酬

　２．給　　　　　料

　３．職員手当等

　４．共　　済　　費

　７．賃　　　　　金

　８．報　　償　　費

議員報酬（16名）

職員給

扶養手当

967

タクシー使用料

県町村議会議長会負担金

印刷製本費

食糧費

修繕費（備品）

燃料費

150

駐車場使用料

消耗品費

普通旅費

県外旅費

費用弁償

議長交際費

金　　　額

44,687

10,249

16,968

1.3%

0.0%

1,671

32

42,634

構  成  比

35.9%

8.2%

13.6%

2.3%

0.2%

0.0%

2,804

232

15

3.2%

55 0.0%

議会費計（Ａ）

一般会計歳出総額（Ｂ）

（Ａ／Ｂ）％

124,493

6,530,226

1.9%

55

２７．公課費 自動車重量税 38 0.0% 38

中部地区町村議会議長会負担金

庁用備品

１９．負担金、補助 3,991

９



６．村財政状況

0.46%

1.00%

12.93%

100.0%

0.04%

1.64%

5.72%

3.10%

0.00%

24.83%

0.16%

23,401

0.34%

24.65%

0.03%

22,000

0.12%7,624

1,610,000

5,225,000 100.0%

1,448,841

40,153

3,825 0.06%

464

732 0.01%

114,131

584,800 11.19%

317,691 6.08%

0.00%

10,715 0.21%

2

20,500 0.39%

8,000 0.15%

66,338 1.27%

1.69%

1,056,831

0.03%

20.23%

平成22年度

400 0.01%

100,000 1.91%

3,000 0.06%

500 0.01%

構成比

1,396,348 26.72%

37,400 0.72%

1.75%

0.36%

20,000 0.38%

（各年度当初予算）

予　　算　　額　　（千円）

0.01%

平成23年度

予算額 構成比予算額

歳入合計

８．自動車取得税交付金

１４．国庫支出金

10,726

２１・村債

30,000

65,267

１５．県支出金

９．地方特例交付金

1,800

（１）　年度別一般会計の状況

２．地方譲与税

ア．歳入

22.19%

0.61%

373,604

2

202,501

１７．寄付金

844,200

１９．繰越金

２０．諸収入

１８．繰入金

１６．財産収入

６．地方消費税交付金

７. ゴルフ場利用税交付金

１３．使用料及び手数料

1,621,679

１０．地方交付税

21,502 0.41%

30,000 0.57%

款

３．利子割交付金

５. 株式等譲渡所得割交付金

４. 配当割交付金

１．村　　　税

6,530,226

1,800 0.03%

1,643１２．分担金及び負担金

１１．交通安全対策特別交付金

1,459,000 27.92%

2,286

106,990 88,530

１０



２．総務費

３．民生費

４．衛生費

５．労働費

６．農林水産費

７．商工費

８．土木費

９．消防費

１０．教育費

１１．災害復旧費

１２．公債費

１４．予備費

歳出合計

41,001

112,571

平成23年度

予算額

2,320,000

0

100,847

347,261

300,303

422,744

300,317

431,003

421,646

予算額

2,168,012

88

100,275

１．議会費

１３．諸支出金

予　算　額　(千円）

平成22年度

20,000 0.31%

6,530,226 100.0%

513,012 7.86%

3.53%

1 0.00%

2,059,220 31.53%

3 0.00%

0.41%

609,035 9.33%

26,493

0.00%

758,584

193,930 2.97%

100.0%

予算額 構成比

124,493 1.91%

572,774 8.77%

1,421,925 21.77%

11.62%

0.00%

9.56%

0.00%

0.31%

5,225,000

13.78%

25.95%

12.72%

0.00%

2.82%

0.54%

17.58%

4.14%

10.93%

664,469

192

147,579

27,962

918,328

216,105

87,925 1.68%

720,240

1,355,833

平成22年度

予　　　　　　算　　　　　　額　（千円）

平成23年度

予算額 構成比

3

499,497

1

15,990

（各年度当初予算）

１．国民健康保険特別会計

２．老人保健特別会計

342,320

支出

支出

収入

収入

412,830

イ．歳出

水
道
事
業
会
計

収
益
的

資
本
的

４．公共下水道事業特別会計

款

５．土地区画整理事業特別会計

３．後期高齢者医療特別会計

（２）　年度別特別会計の状況

230,574

（各年度当初予算）

54,001

132,685

款

182

570,876

１１



　円は村民の和を表し、巴は護佐丸の紋を形どったもので誠実を表し、

　「中」の字と突出部は、村名と村の発展を表現している。

　沖縄県中城村議会

〒９０１－２４９３
沖縄県中頭郡中城村字当間１７６番地

TEL  （０９８）８９５－４３１８

FAX  （０９８）８９５ー４３５８

*　村　章　＊

（昭和54年3月10日　告示第14号）




